
（１）　県　内　分 （３）　県　外　分

（４）後期高齢者医療県外分

老人保健（9割）
老人保健（7割）

Ｂ保険者明細書

(2)　後期高齢者医療県内分 （注） ・ 請求総括票は、県内分で1枚、県外分で1枚と分けて添付
して下さい。

・ 全国土木建築国保組合（１３３０３３）
中央建設国保組合（１３３２６４）　　　　　　　　　は
全国建設工事業国保組合（１３３２９８）
県内国保組合として請求ください。

・ 返戻及び過誤調整による再請求分は、月毎に集計し
（当月とは別請求書にて）再請求されますようお願い
いたします。　後期高齢

（9割）

　後期高齢
（７割）

一　　　　般
 （70歳以上一般・

低所得）

一　　　　般
（70歳以上7割）

一　　　般
(被保険者)

一　　　般
（6歳）

月遅れ・再請求

国民健康保険診療報酬請求書・明細書編綴方法

退　　　　職
（　本　　人　）

退　　　　職
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退　　　　職
（6歳）
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